
国による電気・ガス価格激変緩和対策事業について 

 

2023 年 1 月 6 日 

株式会社ＣＲＣＣメディア 

 

弊社が販売するくーみん電気の供給元である小売電気事業者のサミットエナジー株式会社は、国の

「電気・ガス価格激変緩和対策事業」へ 2022 年 12 月 8 日に参加申請し、採択されました。 

これに伴いまして、2023 年 1 月ご使用分（2 月検針分）以降の電気料金において、国が定める値

引単価により、電気のご使用量に応じた値引を行います。 

なお、本事業に関しまして、お客さまご自身でのお手続きや弊社へのお申込は不要です。 

 

※本事業の概要は経済産業省資源エネルギー庁のホームページでご確認ください。 

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/general/ 

 

＜電気料金の激変緩和対策によるご請求イメージ＞ 

  

  

①適用期間 

2023 年 1 月使用分（2 月検針分）から 9 月使用分（10 月検針分）の電気料金 

 

②値引単価（消費税込） 

2023 年 1 月使用分から 8 月使用分 

(2023 年 2 月検針分から 9 月検針分) 

2023 年 9 月使用分 

(2023 年 10 月検針分) 

▲ 7 円 / kWh ▲ 3.5 円 / kWh 

 

③値引方法 

「②値引単価」を反映した燃料費調整単価により料金を算定いたします。 

値引前料金

　　国による

　　激変緩和対策

ご請求額

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/general/


 

④値引額のご確認方法 

弊社 WEB サービスの料金明細よりご使用量（kWh）をご確認いただき、ご使用量に「②値引単

価」を乗算いただいた値が値引額となります。 

※ご使用量が０kWh の月は値引の適用はございません。 

 

＜料金明細イメージ＞ 

 

 

⑤対象のお客さま 

くーみん電気をご契約いただいているすべてのお客さまが対象となります。 

 

⑥その他 

本事業実施による各種約款・契約締結前書面・契約締結後書面等の変更はいたしませんが、本通

知をもちまして、「①適用期間」におきましては「⑤対象のお客さま」に対して「②値引単価」を

用いて「③値引方法」に定めた方式で値引を実施するものといたします。 

 

⑦お問い合わせ窓口 

国による電気・ガス価格激変緩和対策事業に関しては、以下の専用ダイヤルへお問い合わせくだ

さい。 

経済産業省 資源エネルギー庁 電気・ガス価格激変緩和対策事務局 お客さま向け窓口 

0120-013-305 全日 9:00～17:00（年末年始を除く） 

※弊社電力プランに関するお問い合わせは弊社までお問い合わせください。 

以上 


